
JP 5448879 B2 2014.3.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルと、
　前記タッチパネルに振動を付与可能な発振部材と、
　前記タッチパネルの外周端部との間に隙間を隔てて当該タッチパネルの周りに配置され
た枠体と、
　前記隙間内に入り込んで当該隙間を塞ぐ変形容易部分を有し、前記タッチパネルの入力
操作面および前記枠体の入力操作面側の面に跨って貼付される透光性の可撓性フィルムと
、
　を備え、
　前記可撓性フィルムが、前記タッチパネルと前記枠体とに接して前記タッチパネルが振
動可能に前記枠体に支持された状態にするとともに、前記タッチパネルの全周にわたって
前記隙間を塞ぐ、
　入力装置。
【請求項２】
　前記タッチパネルは、静電容量方式のタッチパネルであり、
　前記タッチパネルへの押圧を検出するスイッチを備え、
　前記発振部材は、前記タッチパネルが押圧されたときに前記タッチパネルを振動させる
、
　請求項１に記載の入力装置。
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【請求項３】
　前記可撓性フィルムの前記変形容易部分は、当該可撓性フィルムが前記入力操作面側の
面よりも前記隙間内に向けて湾曲または屈曲しながら当該隙間内に入り込む撓み部分ある
いは屈曲部分からなる、
　請求項１または２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記枠体は、前記タッチパネルにおいて前記入力操作面を構成する板状部材の形状と相
似あるいは略相似の形状をもつ開口部を備え、
　当該開口部の内側に前記板状部材が配置されている、
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の入力装置。
【請求項５】
　前記板状部材と前記枠体とは同一の透光性材料からなる、
　請求項４に記載の入力装置。
【請求項６】
　前記板状部材は、透光性材料からなり、
　前記枠体は金属材料からなる、
　請求項４に記載の入力装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の入力装置を備えた入力装置付き電気光学装置であ
って、
　前記タッチパネルに対して入力操作面側とは反対側に画像生成用の電気光学パネルを備
え、
　前記電気光学パネルは、前記タッチパネルと一体に振動する、
　入力装置付き電気光学装置。

                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力装置および該入力装置を備えた入力装置付き電気光学装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機、カーナビゲーション、パーソナルコンピューター、券売機、銀行の端末等
の電子機器では、液晶装置等の表面にタッチパネルが設けられた入力装置が用いられてお
り、かかる入力装置では、液晶装置の画像表示領域に表示されたスイッチボタンを操作す
ることにより情報の入力を行なうことができる。このような入力装置においては、キーを
押圧する機械式の入力装置と違って操作した感触を実感しにくい傾向にある。
【０００３】
　そこで、タッチパネルを振動させ、タッチパネルを操作したことを利用者が認識しやす
くする技術が提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　より具体的には、特許文献１に記載された入力装置では、クッションを介してタッチパ
ネルが筐体に支持された構造とし、筐体を閉じたときにはタッチパネルが搭載された携帯
電話機全体を振動させ、筐体を開いたときにはタッチパネルのみを振動させるようになっ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１７３２７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、タッチパネルを振動可能とするには、タッチパネルの全周にわたってタ
ッチパネルと筐体との間に隙間を確保する必要があるので、タッチパネルと筐体との隙間
から水分等の異物が侵入しやすくなる。従って、特許文献１に記載された構成では、内部
への異物の侵入を防止することができないという問題点がある。
【０００７】
　以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、タッチパネルを振動可能とした場合でも、内
部への水分等の異物の侵入を防止することができる入力装置および入力装置付き電気光学
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る入力装置は、タッチパネルと、タッチパネル
に振動を付与可能な発振部材と、タッチパネルの外周端部との間に隙間を隔てて当該タッ
チパネルの周りに配置された枠体と、隙間内に入り込んで当該隙間を塞ぐ変形容易部分を
有し、タッチパネルの入力操作面および枠体の入力操作面側の面に跨って貼付される透光
性の可撓性フィルムと、を備え、可撓性フィルムが、タッチパネルと枠体とに接してタッ
チパネルが振動可能に枠体に支持された状態にするとともに、タッチパネルの全周にわた
って隙間を塞ぐ。
【０００９】
　本発明では、発振部材によってタッチパネルを振動させるため、スイッチキーを押圧す
る機械式の入力装置と同様な感触を得ることができる。また、タッチパネルを振動させる
ため、タッチパネルと枠体との間には隙間が設けられているが、かかる隙間は、タッチパ
ネルの全周にわたって、タッチパネルが振動可能に枠体に支持された状態とする可撓性フ
ィルムによって塞がれている。このため、タッチパネルを振動可能とした場合でも、内部
に水分等の異物が侵入することを防止することができる。そして、タッチパネルが変位し
た際、可撓性フィルムは、かかるタッチパネルの変位に追従して変形することができる。
また、タッチパネルの支持と、異物の侵入防止とを共通の部材で行なっているため、構成
の簡素化を図ることができる。
【００１０】
　本発明において、タッチパネルは、静電容量方式のタッチパネルであり、タッチパネル
への押圧を検出するスイッチを備え、発振部材は、タッチパネルが押圧されたときにタッ
チパネルを振動させる構成を採用することができる。静電容量方式の入力装置の場合、押
圧しなくても接近しただけでも、入力できるという利点がある一方、何か別のボタンを押
さないと、入力の確定と誤動作との識別ができないという欠点がある。しかるに本発明で
は、タッチパネルを押圧すると、かかる押圧をスイッチが検出し、発振部材は、タッチパ
ネルを振動させる。このため、タッチパネルに対する押圧動作を入力の確定と判断するこ
とができるとともに、タッチパネルの振動によって、確定動作が行なわれたことを利用者
に認識させることができる。
【００１５】
　本発明において、枠体は、タッチパネルにおいて入力操作面を構成する板状部材の形状
と相似あるいは略相似の形状をもつ開口部を備え、当該開口部の内側に板状部材が配置さ
れている構成を採用することができる。
【００１６】
　この場合、板状部材と枠体とは同一の透光性材料からなる構成を採用することができる
。
【００１７】
　本発明において、板状部材は透光性材料からなり、枠体は金属材料からなる構成を採用
してもよい。
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【００１８】
　本発明を適用した入力装置は、入力装置付き電気光学装置を構成するのに用いることが
でき、この場合、タッチパネルに対して入力操作面側とは反対側に画像生成用の電気光学
パネルを備え、電気光学パネルは、タッチパネルと一体に振動するように構成してもよい
。本発明を適用した入力装置付き電気光学装置は、携帯電話機、カーナビゲーション、パ
ーソナルコンピューター、券売機、銀行の端末等の電子機器に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明を適用した入力装置付き電気光学装置を備えた電子機器の説明図である。
【図２】本発明を適用した入力装置付き電気光学装置の構成を模式的に示す説明図である
。
【図３】本発明の実施の形態１に係る入力装置付き電気光学装置の断面構成を模式的に示
す説明図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る静電容量型の入力装置１に用いた基板の概略構成を
示す説明図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る入力装置付き電気光学装置に用いたカバーや枠体等
の構成を模式的に示す説明図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る入力装置付き電気光学装置に用いたカバーや枠体等
の構成を模式的に示す説明図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係る入力装置付き電気光学装置に用いたカバーや枠体等
の構成を模式的に示す説明図である。
【図８】本発明の実施の形態４に係る入力装置付き電気光学装置に用いたカバーや枠体等
の構成を模式的に示す説明図である。
【図９】本発明の実施の形態５に係る入力装置付き電気光学装置に用いたカバーや枠体等
の構成を模式的に示す説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態６に係る入力装置付き電気光学装置に用いたカバーや枠体
等の構成を模式的に示す説明図である。
【図１１】本発明の実施の形態７に係る入力装置付き電気光学装置の断面構成を模式的に
示す説明図である。
【図１２】本発明の実施の形態８に係る入力装置付き電気光学装置の断面構成を模式的に
示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の説明で参照する図にお
いては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に
縮尺を異ならしめてある。
【００２１】
　［実施の形態１］
　（入力装置付き電気光学装置の全体構成）
　図１は、本発明を適用した入力装置付き電気光学装置を備えた電子機器の説明図である
。図２は、本発明を適用した入力装置付き電気光学装置の構成を模式的に示す説明図であ
る。図３は、本発明の実施の形態１に係る入力装置付き電気光学装置の断面構成を模式的
に示す説明図であり、図３（ａ）、（ｂ）は、タッチパネルへの入力を行なっている様子
を示す説明図、および入力の確定を行うためにタッチパネルを押圧した様子を示す説明図
である。なお、図２では、枠体、フレーム、枠体とタッチパネルとの間の隙間を塞ぐ可撓
性部材等の図示を省略してある。
【００２２】
　図１に示す電子機器３０００は、折り畳み式の携帯電話機であり、手元側の第１筐体３
０１０と、第１筐体３０１０にヒンジ機構３０３０を介して連結された第２筐体３０２０
とを備えている。第２筐体３０２０には画像表示装置３０４０が設けられ、第１筐体３０
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１０の側には、本発明を適用した入力装置付き電気光学装置１００が設けられている。な
お、第１筐体３０１０と第２筐体３０２０とはスライド機構を介して連結されることもあ
る。
【００２３】
　図２および図３（ａ）において、本形態の入力装置付き電気光学装置１００は、概ね、
液晶装置等からなる画像生成装置５と、この画像生成装置５において表示光を出射する側
の面に重ねて配置された静電容量型の入力装置１とを有している。入力装置１はタッチパ
ネル２（入力パネル）を備え、画像生成装置５は電気光学パネル５ａ（表示パネル）とし
ての液晶パネルを備えている。本形態において、タッチパネル２および電気光学パネル５
ａはいずれも矩形の平面形状を備えており、入力装置１および入力装置付き電気光学装置
１００を平面視したときの中央領域が入力領域２ａである。また、画像生成装置５および
入力装置付き電気光学装置１００において入力領域２ａと平面視で重なる領域が画像形成
領域である。タッチパネル２の４つの端部２０ｅ、２０ｆ、２０ｇ、２０ｈのうち、端部
２０ｅが位置する側にはフレキシブル配線基板３５が接続され、電気光学パネル５ａにお
いて端部２０ｅが位置する側にはフレキシブル配線基板７３が接続されている。
【００２４】
　画像生成装置５は、透過型や半透過反射型のアクティブマトリクス型の液晶表示装置で
あり、電気光学パネル５ａに対してタッチパネル２が配置されている側とは反対側（表示
光の出射側とは反対側）にはバックライト装置６が配置されている。バックライト装置６
は、電気光学パネル５ａに対してタッチパネル２が配置されている側とは反対側に重ねて
配置された透光性の導光板６１と、導光板６１の側端部に向けて白色光等を出射する発光
ダイオード等の光源６２とを備えており、光源６２から出射された光は、導光板６１の側
端部から入射した後、導光板６１内を伝搬しながら電気光学パネル５ａに向けて出射され
る。導光板６１と電気光学パネル５ａとの間には、光散乱シートやプリズムシート等のシ
ート状光学部材６３が配置されており、導光板６１に対して電気光学パネル５ａが位置す
る側とは反対側には反射シート６４が配置されている。
【００２５】
　画像生成装置５において、電気光学パネル５ａに対して表示光の出射側には第１偏光板
８１が重ねて配置され、その反対側に第２偏光板８２が重ねて配置されている。電気光学
パネル５ａは、表示光の出射側とは反対側に配置された透光性の素子基板５０と、この素
子基板５０に対して表示光の出射側で対向配置された透光性の対向基板６０とを備えてい
る。対向基板６０と素子基板５０とは、矩形枠状のシール材７１により貼り合わされてお
り、対向基板６０と素子基板５０との間においてシール材７１で囲まれた領域内に液晶層
５５が保持されている。素子基板５０において、対向基板６０と対向する面には複数の画
素電極５８がＩＴＯ（Indium Tin Oxide）膜やＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）膜等の透光
性導電膜により形成され、対向基板６０において、素子基板５０と対向する面には共通電
極６８がＩＴＯ膜等の透光性導電膜により形成されている。また、対向基板６０にはカラ
ーフィルターが形成されている。なお、画像生成装置５がＩＰＳ(In Plane Switching)方
式や、ＦＦＳ（Fringe Field Switching）方式である場合、共通電極６８は素子基板５０
の側に設けられる。また、素子基板５０が対向基板６０に対して表示光の出射側に配置さ
れることもある。素子基板５０において、対向基板６０の縁から張り出した張出領域５９
には駆動用ＩＣ７５がＣＯＧ実装されているとともに、張出領域５９にはフレキシブル配
線基板７３が接続されている。なお、素子基板５０には、素子基板５０上のスイッチング
素子と同時に駆動回路を形成することもある。
【００２６】
　このように構成した画像生成装置５は、電気光学パネル５ａやバックライト装置６を収
容する箱形のフレーム５３を備えており、電気光学パネル５ａおよびバックライト装置６
は、フレーム５３によって一体化されている。また、画像生成装置５は、透光性の接着剤
層５４によって、後述するタッチパネル２と一体化されている。
【００２７】
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　（入力装置１の詳細構成）
　図２および図３（ａ）に示す入力装置１において、タッチパネル２は、ガラス板やプラ
スチック板等からなる透光性の基板２０と、基板２０に対して入力操作面側に重なる板状
のカバー９０とを備えており、カバー９０は、タッチパネル２において入力操作面を構成
する板状部材に相当する。本形態では、基板２０としてガラス基板が用いられている。な
お、基板２０をプラスチック材料から構成する場合、プラスチック材料としては、ＰＥＴ
（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＣ（ポリカーボネート）、ＰＥＳ（ポリエーテルス
ルホン）、ＰＩ（ポリイミド）、ポリノルボルネン等の環状オレフィン樹脂等の耐熱性の
透光性シートを用いることができる。以下、基板２０において、入力操作面側に位置する
側を第１面２０ａとし、その反対側を第２面２０ｂとして説明する。
【００２８】
　入力装置１において、基板２０の第１面２０ａには、基板２０からみて下層側から上層
側に向かって第１透光性導電膜４ａ、層間絶縁膜２１４、および第２透光性導電膜４ｂが
形成されており、第１透光性導電膜４ａおよび第２透光性導電膜４ｂのうち、第１透光性
導電膜４ａによって入力位置検出用電極２１が形成されている。また、基板２０の端部２
０ｅでは、第１面２０ａにフレキシブル配線基板３５が接続されている。基板２０に対し
て入力操作側には、透光性および絶縁性のカバー９０が粘着剤９０ｅ等により貼付されて
おり、かかるカバー９０には、基板２０において入力領域２ａの外側の領域（周辺領域２
ｂ）と重なる領域に遮光層９０ａが印刷されている。かかる遮光層９０ａで囲まれた領域
が入力領域２ａである。遮光層９０ａは、電気光学パネル５ａの外側領域と重なっており
、画像生成装置５の光源６２や導光板６１の端部から漏れた光を遮断する。なお、タッチ
パネル２と電気光学パネル５ａとの間には、透光性フィルム上にＩＴＯ膜等の透光性導電
膜が形成されたシールド用の導電フィルム９９が配置されており、かかる導電フィルム９
９は、基板２０の第２面２０ｂ側に粘着剤層（図示せず）によって接着されている。
【００２９】
　また、タッチパネル２において導電フィルム９９の側は、接着剤層５４によって画像生
成装置５と一体化されており、カバー９０、タッチパネル２および画像生成装置５は全体
が一体化されている。
【００３０】
　（入力装置１の電極等の概略構成）
　図４は、本発明の実施の形態１に係る静電容量型の入力装置１に用いた基板２０の概略
構成を示す説明図であり、図４（ａ）、（ｂ）は平面構成を示す説明図および断面構成を
示す説明図である。なお、図４（ａ）において、入力領域２ａについては、その角部分の
位置を英文字の「Ｌ」状のマークで示してある。また、図４（ｂ）は、基板２０のＡ１－
Ａ１′断面図に相当する。
【００３１】
　図４（ａ）に示すように、本形態の静電容量型の入力装置１において、基板２０の第１
面２０ａには、入力領域２ａでＸ方向（第１方向）に延在する入力位置検出用の複数の第
１電極２１１と、入力領域２ａでＸ方向に交差するＹ方向（第２方向）に延在する入力位
置検出用の複数の第２電極２１２とが形成されており、これらの第１電極２１１および第
２電極２１２によって入力位置検出用電極２１が形成されている。また、基板２０の第１
面２０ａにおいて、入力領域２ａの外側に相当する周辺領域２ｂには、第１電極２１１の
一方側端部から延在する信号配線２７、および第２電極２１２の一方側端部から延在する
信号配線２７が形成されており、これらの信号配線２７において端部２０ｅに位置する部
分は実装端子２４になっている。
【００３２】
　図４（ｂ）に示すように、本形態の静電容量型の入力装置１において、基板２０の第１
面２０ａの側には、基板２０からみて下層側から上層側に向けて第１透光性導電膜４ａ、
層間絶縁膜２１４、および第２透光性導電膜４ｂが順に形成されている。また、基板２０
の第１面２０ａの側には、第１透光性導電膜４ａのうち、信号配線２７を構成する部分に
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は、第１透光性導電膜４ａの上面に金属膜４ｃが形成されている。
【００３３】
　本形態において、第１透光性導電膜４ａは多結晶のＩＴＯ膜からなり、第１透光性導電
膜４ａの上層側には、感光性樹脂膜やシリコン酸化膜等の透光性絶縁膜からなる層間絶縁
膜２１４が形成されている。本形態において、第２透光性導電膜４ｂも、第１透光性導電
膜４ａと同様、多結晶のＩＴＯ膜からなる。金属膜４ｃは、銀、パラジウム、銅の合金等
からなる。なお、基板２０の第１面２０ａには、その全面にシリコン酸化膜等からなる透
光性の下地保護膜が形成されている場合があり、この場合、下地保護膜上に第１透光性導
電膜４ａ、層間絶縁膜２１４、および第２透光性導電膜４ｂが順に積層されることになる
。
【００３４】
　本形態の静電容量型の入力装置１において、第１透光性導電膜４ａは、まず、入力領域
２ａに複数の菱形領域として形成され、かかる菱形領域は、入力位置検出用電極２１（第
１電極２１１および第２電極２１２）のパッド部２１１ａ、２１２ａ（大面積部分）を構
成する。これらのパッド部２１１ａ、２１２ａは、Ｘ方向およびＹ方向において交互に配
列されている。複数のパッド部２１１ａにおいてＸ方向（第１方向）で隣り合うパッド部
２１１ａ同士は連結部分２１１ｃを介して繋がっており、パッド部２１１ａおよび連結部
分２１１ｃは、Ｘ方向で延在する第１電極２１１を構成している。これに対して、複数の
パッド部２１２ａは、Ｙ方向（第２方向）で延在する第２電極２１２を構成するが、Ｙ方
向で隣り合うパッド部２１２ａの間、すなわち、連結部分２１１ｃと重なる部分は途切れ
部分２１８ａになっている。また、第１透光性導電膜４ａは、周辺領域２ｂにおいて、信
号配線２７の下層側を構成する下層側配線２７１として形成されている。
【００３５】
　層間絶縁膜２１４は入力領域２ａから周辺領域２ｂにわたって広い領域に形成されてい
る。層間絶縁膜２１４には、コンタクトホール２１４ａが形成されており、かかるコンタ
クトホール２１４ａは、パッド部２１２ａにおいて途切れ部分２１８ａを介して対峙する
端部と重なる位置に形成されている。層間絶縁膜２１４の上層側において、第２透光性導
電膜４ｂは、コンタクトホール２１４ａと重なる領域に中継電極２１５として形成されて
いる。金属層４ｃは、周辺領域２ｂにおいて、信号配線２７の上層側を構成する上層側配
線２７２として形成されている。さらに、第２透光性導電膜４ｂの上層側には、基板２０
の略全面に感光性樹脂等からなるトップコート層２１９が形成されている。
【００３６】
　このように構成した静電容量型の入力装置１において、第１電極２１１および第２電極
２１２は、同一の導電膜（第１透光性導電膜４ａ）によって形成され、かつ、互いに交差
する方向に延在しているため、基板２０上には、第１電極２１１と第２電極２１２とが交
差する交差部２１８が存在する。ここで、第１電極２１１および第２電極２１２のうち、
第１電極２１１は、交差部２１８でも第２透光性導電膜４ｂからなる連結部分２１１ｃに
よってＸ方向で繋がって延在している。これに対して、第２電極２１２には交差部２１８
に途切れ部分２１８ａが構成されている。但し、交差部２１８では、層間絶縁膜２１４の
上層に中継電極２１５が形成されており、かかる中継電極２１５は、層間絶縁膜２１４の
コンタクトホール２１４ａを介して、途切れ部分２１８ａを介して隣り合うパッド２１２
ａ同士を電気的に接続している。このため、第２電極２１２はＹ方向で電気的に接続した
状態でＹ方向に延在している。なお、中継電極２１５は、層間絶縁膜２１４を介して連結
部分２１１ｃに重なっているため、短絡するおそれはない。
【００３７】
　（入力位置検出方法）
　このように構成した入力装置１において、入力位置検出用電極２１に矩形パルス状の位
置検出信号を出力すると、入力位置検出用電極２１に容量が寄生していない場合、入力位
置検出用電極２１に印加した位置検出信号と同一波形の信号が検出される。これに対して
、入力位置検出用電極２１に容量が寄生していると、容量に起因する波形の歪みが発生す
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るので、入力位置検出用電極２１に容量が寄生しているか否かを検出することができる。
従って、複数の入力位置検出用電極２１のうちのいずれかに指が近接すると、指が近接し
た入力位置検出用電極２１では、指との間に生じた静電容量分だけ、静電容量が増大する
ので、指が近接した電極を特定することができる。
【００３８】
　（入力確定のための構成）
　図５は、本発明の実施の形態１に係る入力装置付き電気光学装置１００に用いたカバー
９０や枠体等の構成を模式的に示す説明図であり、図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）
は、カバー９０や枠体等の平面図、カバー９０や枠体等をＣ１－Ｃ１′線に沿って切断し
たときの断面図、カバー９０や枠体等の断面構成を拡大して示す説明図、およびカバー９
０（タッチパネル２）を押圧した様子を示す説明図である。
【００３９】
　本形態では、図３（ａ）に示すタッチパネル２への入力を行なった後、入力内容を確定
させる際には、タッチパネル２を押圧する。その結果、図３（ｂ）に示すように、タッチ
パネル２がわずかに下降し、その後、タッチパネル２が振動する。従って、利用者は、入
力の確定が行なわれたことを明確に認識することができる。
【００４０】
　かかる動作を行なうことを目的に、本形態の入力装置付き電気光学装置１００において
、入力装置１は、図３（ａ）に示すように、図１に示す第１筐体３０１０の底部３０１１
と、フレーム５３の底部５３１との間にドーム形のスイッチ３１とゴム製のクッション３
６とを備えている。本形態において、スイッチ３１は、第１筐体３０１０の底部３０１１
と、フレーム５３の底部５３１との間の略中央に設けられ、クッション３６は、第１筐体
３０１０の底部３０１１と、フレーム５３の底部５３１との間の端部に設けられている。
ここで、スイッチ３１は、ゴムシート層を備えており、厚さ方向に変形可能である。また
、入力装置１は、フレーム５３の底部５３１に圧電振動子からなる発振部材３３を２つ備
えている。ここで、スイッチ３１は、感圧抵抗体素子であり、第１筐体３０１０の方には
接していない。従って、タッチパネル２が押圧されて、第１筐体３０１０の底部３０１１
と、フレーム５３の底部５３１との間でスイッチ３１が変形すると、スイッチ３１は、タ
ッチパネル２が押圧された旨の信号を出力し、かかる信号出力が発生すると、発振部材３
３は、画像生成装置５を介してタッチパネル２に振動を付与する。その際、画像生成装置
５も、タッチパネル２と一体に振動する。
【００４１】
　また、入力装置１は、図３（ａ）および図５（ａ）、（ｂ）に示すように、タッチパネ
ル２の外周端部との間に隙間９８を隔てた板状の枠体９５を備えており、かかる枠体９５
は、接着剤層３０１６によって、図１に示す第１筐体３０１０の上板部３０１２に固定さ
れている。
【００４２】
　また、入力装置１は、図３（ａ）および図５（ｂ）、（ｃ）に示すように、タッチパネ
ル２と枠体９５とに接してタッチパネル２が振動可能に枠体９５に支持された状態にする
可撓性部材９６を備えており、かかる可撓性部材９６は、タッチパネル２の全周にわたっ
て隙間９８を塞いでいる。より具体的には、枠体９５は、タッチパネル２において入力操
作面を構成するカバー９０の平面形状と相似形状あるいは略相似形状の矩形の開口部９５
０を備えており、かかる開口部９５０の内側にタッチパネル２のカバー９０が配置されて
いる。このため、カバー９０の外周端部と枠体９５に設けた開口部９５０の内周端部との
間には矩形の隙間９８が存在しており、かかる隙間９８の存在によって、タッチパネル２
は変位可能である。
【００４３】
　本形態において、可撓性部材９６は、タッチパネル２において入力操作面を構成するカ
バー９０、および枠体９５の入力操作側の面に跨って粘着剤層９６９により貼付された透
光性の可撓性フィルム９６１と、隙間９８内に設けられたゴム製の可撓性パッキン９６２
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とを備えている。かかる可撓性部材９６において、可撓性パッキン９６２は、タッチパネ
ル２の全周にわたってタッチパネル２の外周端部と枠体９５の開口部９５０の内周端部と
に接して隙間９８を塞いでいる。また、可撓性フィルム９６１は、隙間９８を跨ぐように
カバー９０および枠体９５に貼付されて隙間９８を塞いでいる。
【００４４】
　このため、本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００では、汗や雨等
の水分等の異物が隙間９８を介して内部に侵入することを防止することができる。また、
図３（ｂ）および図５（ｄ）に示すように、タッチパネル２を押圧した際、タッチパネル
２が下方に変位するとともに、かかる押圧が行なわれた際、タッチパネル２を振動させる
こともできる。
【００４５】
　ここで、枠体９５は、透光性材料からなるため、カバー９０と同様、遮光層９５ａが形
成されている。また、枠体９５は、カバー９０と同一の透光性材料からなり、本形態にお
いて、枠体９５およびカバー９０はいずれもガラスからなる。かかる構成の枠体９５は、
大型のガラス板からカバー９０を切り出す際、同時形成されてなる。例えば、大型のガラ
ス板からカバー９０をエッチングにより切り出す際、大型のガラス板においてカバー９０
および枠体９５として切り出す領域をエッチングマスクで覆った状態でガラス板をエッチ
ングすれば、枠体９５の外形部分、およびカバー９０と枠体９５との間の部分がエッチン
グより除去されるので、枠体９５およびカバー９０をガラス板から同時形成することがで
きる。また、枠体９５に対して、カバー９０の平面形状と相似形状あるいは略相似形状の
矩形の開口部９５０を確実に形成することができる。
【００４６】
　（本形態の主な効果）
　以上説明したように、本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００では
、発振部材３３によってタッチパネル２を振動させて利用者にタッチパネル２の振動を認
識させるため、スイッチキーを押圧する機械式の入力装置と同様な感触を得ることができ
る。特に本形態のタッチパネル２は、静電容量方式のタッチパネルであるが、入力装置１
は、タッチパネル２が押圧されたときに発振部材３３によってタッチパネル２を振動させ
るので、便利である。すなわち、静電容量方式の入力装置１の場合、押圧しなくても接近
しただけでも、入力できるという利点がある一方、何か別のボタンを押さないと、入力の
確定と誤動作との識別ができないという欠点があるが、本形態では、タッチパネル２を押
圧すると、かかる押圧をスイッチ３１が検出し、発振部材３３は、タッチパネル２を振動
させる。このため、タッチパネル２に対する押圧動作を入力の確定と判断することができ
るとともに、タッチパネル２が振動すると、確定動作が行なわれたことを利用者に認識さ
せることができる。
【００４７】
　また、本形態では、上記のようにタッチパネル２を振動させるため、タッチパネル２と
枠体９５との間には隙間９８が空いているが、かかる隙間９８は、タッチパネル２の全周
にわたって、タッチパネル２が振動可能に枠体９５に支持された状態とする可撓性部材９
６によって塞がれている。このため、タッチパネル２を振動可能とした場合でも、内部に
水分等の異物が侵入することを防止することができる。また、タッチパネル２の支持と、
異物の侵入防止とを共通の部材（可撓性部材９６）で行なっているため、構成の簡素化を
図ることができる。
【００４８】
　しかも、本形態では、可撓性部材９６として、カバー９０および枠体９５の入力操作側
の面に跨って粘着剤層９６９により貼付された透光性の可撓性フィルム９６１と、隙間９
８内に設けられたゴム製の可撓性パッキン９６２とを用いているため、タッチパネル２を
確実に振動可能に支持することができるとともに、隙間９８を確実に塞ぐことができると
いう利点がある。しかも、可撓性フィルム９６１の撓みと、可撓性パッキン９６２の捩れ
とを利用しており、可撓性パッキン９６２を圧縮変形させないため、タッチパネル２が変
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位しやすいという利点がある。
【００４９】
　［実施の形態２］
　図６は、本発明の実施の形態２に係る入力装置付き電気光学装置１００に用いたカバー
９０や枠体９５等の構成を模式的に示す説明図であり、図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（
ｄ）は、カバー９０や枠体９５等の平面図、カバー９０や枠体９５等の断面図、カバー９
０や枠体９５等の断面構成を拡大して示す説明図、およびカバー９０（タッチパネル２）
を押圧した様子を示す説明図である。なお、本形態の基本的な構成は実施の形態１と同様
であるため、共通する部分には同一の符号を付して図示し、それらの詳細な説明を省略す
る。
【００５０】
　本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形態１と同様
、図３（ａ）を参照して説明したように、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレーム
５３の底部５３１との間にドーム形のスイッチ３１とゴム製のクッション３６とを備えて
いる。また、入力装置１は、フレーム５３の底部５３１に圧電振動子からなる発振部材３
３を２つ備えている。
【００５１】
　また、入力装置１は、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、タッチパネル２の外周端部と
の間に隙間９８を隔ててタッチパネル２の周りに配置された板状の枠体９５を備えており
、かかる枠体９５は、接着剤層３０１６によって、第１筐体３０１０の上板部３０１２に
固定されている。本形態でも、枠体９５は、カバー９０と同様、ガラスからなるため、遮
光層９５ａが形成されている。また、入力装置１は、図６（ｂ）、（ｃ）に示すように、
タッチパネル２と枠体９５とに接してタッチパネル２が振動可能に枠体９５に支持された
状態にする可撓性部材９６を備えており、かかる可撓性部材９６は、タッチパネル２の全
周にわたって隙間９８を塞いでいる。
【００５２】
　本形態では、実施の形態１と違って、可撓性部材９６は、タッチパネル２において入力
操作面を構成するカバー９０、および枠体９５の入力操作側の面に跨って粘着剤層９６９
により貼付された透光性の可撓性フィルム９６１のみからなる。
【００５３】
　このように構成した入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形
態１と同様、汗や雨等の水分等の異物が隙間９８を介して内部に侵入することを防止する
ことができる。また、図６（ｄ）に示すように、タッチパネル２を押圧した際、タッチパ
ネル２が下方に変位するとともに、かかる押圧が行なわれた際、タッチパネル２を振動さ
せることもできる。
【００５４】
　［実施の形態３］
　図７は、本発明の実施の形態３に係る入力装置付き電気光学装置１００に用いたカバー
９０や枠体９５等の構成を模式的に示す説明図であり、図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（
ｄ）は、カバー９０や枠体９５等の平面図、カバー９０や枠体９５等の断面図、カバー９
０や枠体９５等の断面構成を拡大して示す説明図、およびカバー９０（タッチパネル２）
を押圧した様子を示す説明図である。なお、本形態の基本的な構成は実施の形態１と同様
であるため、共通する部分には同一の符号を付して図示し、それらの詳細な説明を省略す
る。
【００５５】
　本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形態１、２と
同様、図３（ａ）を参照して説明したように、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレ
ーム５３の底部５３１との間にドーム形のスイッチ３１とゴム製のクッション３６とを備
えている。また、入力装置１は、フレーム５３の底部５３１に圧電振動子からなる発振部
材３３を２つ備えている。
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【００５６】
　また、入力装置１は、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、タッチパネル２の外周端部と
の間に隙間９８を隔ててタッチパネル２の周りに配置された板状の枠体９５を備えており
、かかる枠体９５は、接着剤層３０１６によって、第１筐体３０１０の上板部３０１２に
固定されている。本形態でも、枠体９５は、カバー９０と同様、ガラスからなるため、遮
光層９５ａが形成されている。また、入力装置１は、図７（ｂ）、（ｃ）に示すように、
タッチパネル２と枠体９５とに接続してタッチパネル２が振動可能に枠体９５に支持され
た状態にする可撓性部材９６を備えており、かかる可撓性部材９６は、タッチパネル２の
全周にわたって隙間９８を塞いでいる。
【００５７】
　本形態では、実施の形態２と同様、可撓性部材９６は、タッチパネル２において入力操
作面を構成するカバー９０、および枠体９５の入力操作側の面に跨って粘着剤層９６９に
より貼付された透光性の可撓性フィルム９６１のみからなる。ここで、可撓性フィルム９
６１は、隙間９８を塞ぐ部分に撓み部分からなる変形容易部分９６１ａを備えており、本
形態において、変形容易部分９６１ａは、カバー９０や枠体９５の入力操作側の面よりも
隙間９８内に向けて断面半円状に湾曲しながら入り込んだ構造になっている。なお、変形
容易部分９６１ａについては、本形態のように、撓み部分として構成できる他、屈曲部分
として構成することもできる。
【００５８】
　このように構成した入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形
態１、２と同様、汗や雨等の水分等の異物が隙間９８を介して内部に侵入することを防止
することができる。また、図７（ｄ）に示すように、タッチパネル２を押圧した際、タッ
チパネル２が下方に変位するとともに、かかる押圧が行なわれた際、タッチパネル２を振
動させることもできる。
【００５９】
　ここで、可撓性フィルム９６１には隙間９８を塞ぐ部分に変形容易部分９６１ａが形成
されているため、タッチパネル２の下方への変位やタッチパネル２の振動を確実に行なわ
せることができる。また、変形容易部分９６１ａは、カバー９０や枠体９５の入力操作側
の面よりも隙間９８内に入り込んだ構造になっているため、入力操作面側に変形容易部分
９６１ａに起因する無用な凹凸が発生しないという利点がある。
【００６０】
　［実施の形態４］
　図８は、本発明の実施の形態４に係る入力装置付き電気光学装置１００に用いたカバー
９０や枠体９５等の構成を模式的に示す説明図であり、図８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（
ｄ）は、カバー９０や枠体９５等の平面図、カバー９０や枠体９５等の断面図、カバー９
０や枠体９５等の断面構成を拡大して示す説明図、およびカバー９０（タッチパネル２）
を押圧した様子を示す説明図である。なお、本形態の基本的な構成は実施の形態１と同様
であるため、共通する部分には同一の符号を付して図示し、それらの詳細な説明を省略す
る。
【００６１】
　本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形態１と同様
、図３（ａ）を参照して説明したように、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレーム
５３の底部５３１との間にドーム形のスイッチ３１とゴム製のクッション３６とを備えて
いる。また、入力装置１は、フレーム５３の底部５３１に圧電振動子からなる発振部材３
３を２つ備えている。
【００６２】
　また、入力装置１は、図８（ａ）、（ｂ）に示すように、タッチパネル２の外周端部と
の間に隙間９８を隔ててタッチパネル２の周りに配置された板状の枠体９５を備えており
、かかる枠体９５は、接着剤層３０１６によって、第１筐体３０１０の上板部３０１２に
固定されている。本形態でも、枠体９５は、カバー９０と同様、ガラスからなるため、遮
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光層９５ａが形成されている。また、入力装置１は、図８（ｂ）、（ｃ）に示すように、
タッチパネル２と枠体９５とに接続してタッチパネル２が振動可能に枠体９５に支持され
た状態にする可撓性部材９６を備えており、かかる可撓性部材９６は、タッチパネル２の
全周にわたって隙間９８を塞いでいる。
【００６３】
　本形態では、実施の形態１～３と違って、可撓性部材９６は、隙間９８内に設けられた
ゴム製の可撓性パッキン９６２のみからなる。ここで、可撓性パッキン９６２は、例えば
成形ゴムパッキンであり、金型内にカバー９０および枠体９５を収容した状態で隙間９８
にゴム材料を充填してなる。
【００６４】
　このように構成した入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形
態１と同様、汗や雨等の水分等の異物が隙間９８を介して内部に侵入することを防止する
ことができる。また、図８（ｄ）に示すように、タッチパネル２を押圧した際、タッチパ
ネル２が下方に変位するとともに、かかる押圧が行なわれた際、タッチパネル２を振動さ
せることもできる。
【００６５】
　［実施の形態５］
　図９は、本発明の実施の形態５に係る入力装置付き電気光学装置１００に用いたカバー
９０や枠体９５等の構成を模式的に示す説明図であり、図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（
ｄ）は、カバー９０や枠体９５等の平面図、カバー９０や枠体９５等の断面図、カバー９
０や枠体９５等の断面構成を拡大して示す説明図、およびカバー９０（タッチパネル２）
を押圧した様子を示す説明図である。なお、本形態の基本的な構成は実施の形態１と同様
であるため、共通する部分には同一の符号を付して図示し、それらの詳細な説明を省略す
る。
【００６６】
　本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形態１と同様
、図３（ａ）を参照して説明したように、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレーム
５３の底部５３１との間にドーム形のスイッチ３１とゴム製のクッション３６とを備えて
いる。また、入力装置１は、フレーム５３の底部５３１に圧電振動子からなる発振部材３
３を２つ備えている。
【００６７】
　また、入力装置１は、図９（ａ）、（ｂ）に示すように、タッチパネル２の外周端部と
の間に隙間９８を隔ててタッチパネル２の周りに配置された板状の枠体９５を備えており
、かかる枠体９５は、接着剤層３０１６によって、第１筐体３０１０の上板部３０１２に
固定されている。本形態でも、枠体９５は、カバー９０と同様、ガラスからなるため、遮
光層９５ａが形成されている。また、入力装置１は、図９（ｂ）、（ｃ）に示すように、
タッチパネル２と枠体９５とに接続してタッチパネル２が振動可能に枠体９５に支持され
た状態にする可撓性部材９６を備えており、かかる可撓性部材９６は、タッチパネル２の
全周にわたって隙間９８を塞いでいる。
【００６８】
　本形態では、実施の形態４と同様、可撓性部材９６は、隙間９８内に設けられたゴム製
の可撓性パッキン９６２のみからなる。
【００６９】
　ここで、可撓性パッキン９６２は、入力操作側とは反対側端部に鍔部９６２ａを備えた
成形ゴムパッキンであり、鍔部９６２ａは、カバー９０および枠体９５の入力操作側とは
反対側の面に重なっている。ここで、可撓性パッキン９６２は、例えば成形ゴムパッキン
であり、金型内にカバー９０および枠体９５を収容した状態で隙間９８等にゴム材料を充
填してなる。
【００７０】
　このように構成した入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形
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態１と同様、汗や雨等の水分等の異物が隙間９８を介して内部に侵入することを防止する
ことができる。また、図９（ｄ）に示すように、タッチパネル２を押圧した際、タッチパ
ネル２が下方に変位するとともに、かかる押圧が行なわれた際、タッチパネル２を振動さ
せることもできる。
【００７１】
　［実施の形態６］
　図１０は、本発明の実施の形態６に係る入力装置付き電気光学装置１００に用いたカバ
ー９０や枠体９５等の構成を模式的に示す説明図であり、図１０（ａ）、（ｂ）、（ｃ）
、（ｄ）は、カバー９０や枠体９５等の平面図、カバー９０や枠体９５等の断面図、カバ
ー９０や枠体９５等の断面構成を拡大して示す説明図、およびカバー９０（タッチパネル
２）を押圧した様子を示す説明図である。なお、本形態の基本的な構成は実施の形態１と
同様であるため、共通する部分には同一の符号を付して図示し、それらの詳細な説明を省
略する。
【００７２】
　本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形態１と同様
、図３（ａ）を参照して説明したように、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレーム
５３の底部５３１との間にドーム形のスイッチ３１とゴム製のクッション３６とを備えて
いる。また、入力装置１は、フレーム５３の底部５３１に圧電振動子からなる発振部材３
３を２つ備えている。
【００７３】
　また、入力装置１は、図１０（ａ）、（ｂ）に示すように、タッチパネル２の外周端部
との間に隙間９８を隔ててタッチパネル２の周りに配置された板状の枠体９５を備えてお
り、かかる枠体９５は、接着剤層３０１６によって、第１筐体３０１０の上板部３０１２
に固定されている。本形態でも、枠体９５は、カバー９０と同様、ガラスからなるため、
遮光層９５ａが形成されている。また、入力装置１は、図１０（ｂ）、（ｃ）に示すよう
に、タッチパネル２と枠体９５とに接続してタッチパネル２が振動可能に枠体９５に支持
された状態にする可撓性部材９６を備えており、かかる可撓性部材９６は、タッチパネル
２の全周にわたって隙間９８を塞いでいる。
【００７４】
　本形態では、実施の形態４と同様、可撓性部材９６は、隙間９８内に設けられたゴム製
の可撓性パッキン９６２のみからなる。
【００７５】
　ここで、可撓性パッキン９６２は、実施の形態１、４、５と違って、シートを断面円弧
状に湾曲した部材であり、可撓性パッキン９６２は、カバー９０の外周端部および枠体９
５の内周端部に接着されている。
【００７６】
　このように構成した入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形
態１と同様、汗や雨等の水分等の異物が隙間９８を介して内部に侵入することを防止する
ことができる。また、図１０（ｄ）に示すように、タッチパネル２を押圧した際、タッチ
パネル２が下方に変位するとともに、かかる押圧が行なわれた際、タッチパネル２を振動
させることもできる。
【００７７】
　［実施の形態７］
　図１１は、本発明の実施の形態７に係る入力装置付き電気光学装置１００の断面構成を
示す説明図である。なお、本形態の基本的な構成は実施の形態１と同様であるため、共通
する部分には同一の符号を付して図示し、それらの詳細な説明を省略する。
【００７８】
　図１１に示すように、本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも
、実施の形態１と同様、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレーム５３の底部５３１
との間にドーム形のスイッチ３１を備えている。また、入力装置１は、フレーム５３の底
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部５３１に圧電振動子からなる発振部材３３を２つ備えている。
【００７９】
　本形態では、実施の形態１と違って、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレーム５
３の底部５３１との間のうち、端部に近い２箇所にドーム形のスイッチ３１が配置されて
いる。このため、図３に示すゴム製のクッション３６が設けられていない。また、本形態
では、実施の形態１と違って、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレーム５３の底部
５３１との間のうち、中央に近い１箇所に圧電振動子からなる発振部材３３が設けられて
いる。
【００８０】
　また、入力装置１は、実施の形態１と同様、タッチパネル２の外周端部との間に隙間９
８を隔ててタッチパネルの周りに配置された板状の枠体９５を備えており、かかる枠体９
５は、接着剤層３０１６によって、第１筐体３０１０の上板部３０１２に固定されている
。本形態でも、枠体９５は、カバー９０と同様、ガラスからなるため、遮光層９５ａが形
成されている。また、入力装置１は、タッチパネル２と枠体９５とに接続してタッチパネ
ル２が振動可能に枠体９５に支持された状態にする可撓性部材９６を備えており、かかる
可撓性部材９６は、タッチパネル２の全周にわたって隙間９８を塞いでいる。
【００８１】
　このように構成した入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形
態１と同様、汗や雨等の水分等の異物が隙間９８を介して内部に侵入することを防止する
ことができる。また、タッチパネル２を押圧した際、タッチパネル２が下方に変位すると
ともに、かかる押圧が行なわれた際、タッチパネル２を振動させることもできる。
【００８２】
　なお、本形態は、実施の形態１に対して、複数のドーム形のスイッチ３１と、１つの発
振部材３３を用いた構成を適用したが、かかる構成は、実施の形態１に限らず、実施の形
態２～６に適用してもよい。
【００８３】
　［実施の形態８］
　図１２は、本発明の実施の形態８に係る入力装置付き電気光学装置１００の断面構成を
示す説明図である。なお、本形態の基本的な構成は実施の形態１と同様であるため、共通
する部分には同一の符号を付して図示し、それらの詳細な説明を省略する。
【００８４】
　図１２に示すように、本形態の入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも
、実施の形態１と同様、第１筐体３０１０の底部３０１１と、フレーム５３の底部５３１
との間にドーム形のスイッチ３１とゴム製のクッション３６とを備えている。また、入力
装置１は、フレーム５３の底部５３１に圧電振動子からなる発振部材３３を２つ備えてい
る。
【００８５】
　また、入力装置１は、タッチパネル２の外周端部との間に隙間９８を隔ててタッチパネ
ルの周りに配置された板状の枠体９５を備えており、かかる枠体９５は、接着剤層３０１
６によって、第１筐体３０１０の上板部３０１２に固定されている。
【００８６】
　本形態では、実施の形態１と違って、枠体９５は金属製であり、それ自身が遮光性を備
えている。このため、実施の形態１と違って、図３を参照して説明した遮光層９５ａが形
成されていない。
【００８７】
　また、入力装置１は、実施の形態１と同様、タッチパネル２と枠体９５とに接続してタ
ッチパネル２が振動可能に枠体９５に支持された状態にする可撓性部材９６を備えており
、かかる可撓性部材９６は、タッチパネル２の全周にわたって隙間９８を塞いでいる。
【００８８】
　このように構成した入力装置１および入力装置付き電気光学装置１００でも、実施の形
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態１と同様、汗や雨等の水分等の異物が隙間９８を介して内部に侵入することを防止する
ことができる。また、図１０（ｄ）に示すように、タッチパネル２を押圧した際、タッチ
パネル２が下方に変位するとともに、かかる押圧が行なわれた際、タッチパネル２を振動
させることもできる。
【００８９】
　なお、本形態は、実施の形態１に対して、金属製の枠体９５を用いた構成を適用したが
、かかる構成は、実施の形態１に限らず、実施の形態２～７に適用してもよい。
【００９０】
　［他の実施の形態］
　上記実施の形態では、基板２０の第１面２０ａに入力位置検出用電極２１を設けたが、
基板２０の第２面２０ｂに入力位置検出用電極２１を設けてもよい。この場合、基板２０
自身をカバー９０として用いてもよく、この場合、基板２０が、タッチパネル２において
入力操作面を構成する板状部材に相当する。従って、基板２０と枠体９５との間に上記の
隙間９８が設けられることになる。
【００９１】
　上記実施の形態では、画像生成装置５として液晶装置を用いたが、画像生成装置５とし
ては有機エレクトロルミネッセンス装置を用いてもよい。
【００９２】
　［電子機器への搭載例］
　上述した実施形態では、入力装置付き電気光学装置１００を図１に示す携帯電話機に搭
載したが、かかる入力装置付き電気光学装置１００は、情報携帯端末（ＰＤＡ：Personal
 Digital Assistants）等、各種の電子機器に用いることができる。
【符号の説明】
【００９３】
１・・入力装置、２・・タッチパネル、２ａ・・入力領域、２０・・基板、２１・・入力
位置検出用電極、３１・・スイッチ、３３・・発振部材、９０・・カバー、９６・・可撓
性部材、１００・・入力装置付き電気光学装置、９６１・・可撓性フィルム、９６２・・
可撓性パッキン
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